
第第２２章章 各各種種保保健健福福祉祉ササーービビスス

第第９９節節 市市民民のの参参加加・・福福祉祉人人材材のの養養成成等等

地域住民は、サービスの受け手であると同時にサービスの担い手としての役割が期待されています。地域

住民の間で、保健福祉サービスの動向が「身近な問題」、「社会的な問題」として関心が高まる中で、地域

住民のすべてが地域社会の一員として、「共に手を携え、支え合い、いきいきと安心して暮らせる福祉コミ

ュニティの実現」のために、様々な施策を実施しています。

１ 千葉市社会福祉協議会

地域住民、社会福祉関係者の参加、協力のもと、地域に根ざした社会福祉の向上を図るため、昭和

年２月５日に設立され、昭和 年３月に社会福祉法人となりました。

社会福祉法において、地域福祉の推進役として明確に位置づけられ、地区部会への支援をはじめ、ボ

ランティアの育成、福祉サービスの提供、各種相談事業を行っています。

ハーモニープラザ内に事務局を置き、市民のボランティア活動を推進・支援するため、同プラザ内に

てボランティアセンターを運営するとともに、指定管理者として社会福祉研修センターの管理運営、成

年後見支援センター、子どもルーム、生活自立・仕事相談センターの運営及び生活支援コーディネータ

ー配置業務を市から受託しています。

また、地域に身近な組織として６区の保健福祉センター内に区事務所と区ボランティアセンターを設

置しています。

さらに、令和２年４月１日付け社会福祉法人千葉市社会福祉事業団との合併により、指定管理者とし

て桜木園などの社会福祉施設の管理運営のほか、和陽園、中央いきいきプラザ内デイサービスセンター

等の経営を行っています。

主な事業は、次のとおりです。

ア 地区部会への支援

イ ボランティア活動の振興

ウ 日常生活自立支援事業

エ 各種資金の貸付

オ 子どもルームの運営

カ 成年後見制度の普及啓発

キ 社会福祉研修センターの管理運営

ク 生活自立・仕事相談センターの運営

ケ 生活支援コーディネーター配置業務

コ 民生委員児童委員協議会、日本赤十字社千葉県支部千葉市地区本部（※１）及び千葉県共同募

金会千葉市支会（※２）の事務局

サ 桜木園の管理運営

シ 療育センター、大宮学園、障害者福祉センターの管理運営

ス 老人福祉センター等の運営

セ 和陽園、中央いきいきプラザ内デイサービスセンター等の経営

※１ 日本赤十字社千葉県支部千葉市地区本部の事務局は千葉市社会福祉協議会が担っています。

赤十字活動は「人間の命と健康、尊厳を守る」を使命として、災害救護事業、献血事業、地域

医療事業、救急法や健康生活支援講習等、各種講習会事業など、様々な分野の活動を実施して

います。これらの活動を推進するために、毎年 月・ 月に赤十字活動資金（社資）募集運動を

行っています。
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○町内自治会等への名簿情報提供

本人から拒否の届出がない方の名簿情報については、千葉市と協定を締結した町内自治会や自主防

災組織等に情報提供し、地域での支援体制づくりを行っています。

町内自治会や自主防災組織等で、情報提供を希望される場合は、ホームページをご覧いただくか、

下記へお問い合わせください。

［問い合わせ先 （名簿の掲載に関すること）高齢福祉課

（名簿の提供に関すること）防災対策課］

- 98 -
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また、日本赤十字社の地域奉仕団が各市区町村の地域ごとに組織され、千葉市内の各地域で

日々活動しています。

※２ 千葉県共同募金会千葉市支会の事務局は千葉市社会福祉協議会が担っています。

共同募金は、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法

律（現在の「社会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。社会変

化の中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課

題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれ

ています。寄付金は、子ども、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、災害

時支援に役立てられます。

問い合わせ先 千葉市社会福祉協議会

２ 千葉市ボランティアセンター

主に福祉分野のボランティア活動を支援するために、ボランティア活動に関する相談やボランティア

の登録、活動紹介、情報の収集及び提供、各種ボランティア講座の開催、施設（会議室、活動室等）の

貸出しを行っています。

また、各保健福祉センター内に区ボランティアセンターを開設し、ボランティア活動に関する相談や

活動施設等の貸出し等も行っています。

問い合わせ先 千葉市ボランティアセンター

３ 千葉市社会福祉研修センター

福祉を担う人材の養成と資質の向上を図るため、社会福祉事業に従事する行政職員や社会福祉施設職

員等を対象に、幅広い研修を計画的・体系的に行うとともに、一般市民を対象とした研修等を行います。

［問い合わせ先 千葉市社会福祉研修センター］

４ 千葉市社会福祉基金

皆様から寄せられる善意の寄附金を有効に運用し管理するため、昭和 年度に千葉市社会福祉基金を

設置し、社会福祉の増進を図るために活用しています。

当基金へのご寄附は、税控除の対象となります。皆さまからのあたたかいご寄附をお待ちしています。

［問い合わせ先 地域福祉課］

５ 千葉市ハーモニープラザ

社会福祉の増進並びに男女共同参画社会の形成及びコミュニティ活動の促進を図るため、市民の自主

的な活動及び交流の場を提供するとともに、各種事業を実施する施設です。

（１）主な施設の内容（施設の案内）

・男女共同参画センター

・障害者相談センター

・障害者福祉センター

・社会福祉研修センター

・ボランティアセンター

・成年後見支援センター

・福祉関係団体事務局

・中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館
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第２章 各種保健福祉サービス

（２）施設の利用時間・休館日

名 称 利 用 時 間 休 館 日

男女共同参画センター
火～土曜日 ～

日曜日 ～
月曜日、祝日、年末年始

障害者相談センター 月～金曜日 ～ 土・日曜日、祝日、年末年始

障害者福祉センター
火～土曜日 ～

日曜日 ～
月曜日、祝日、年末年始

社会福祉研修センター 月～金曜日 ～ 土・日曜日、祝日、年末年始

ボランティアセンター 火～土曜日 ～ 日・月曜日、祝日、年末年始

成年後見支援センター 月～金曜日 ～ 土・日曜日、祝日、年末年始

中央区蘇我コミュニティセン

ターハーモニープラザ分館
～ 祝日、年末年始

［問い合わせ先 地域福祉課］

６ 保育士養成施設

厚生労働大臣の指定を受けた保育士を養成する施設です。保育士は、保育所や知的障害児施設など児

童福祉施設において、児童の保育にあたる専門職です。

［問い合わせ先 各養成施設］

７ 介護福祉士養成施設

介護福祉士を養成する施設です。介護福祉士は、身体上または精神上の障害があることにより日常生

活を営むことに支障がある方々に対し、専門的知識及び技術をもって、心身の状況に応じた介護及び介

護に関する指導を行います。

［問い合わせ先 各養成施設］

８ 社会福祉士養成施設

社会福祉士の国家試験受験資格が得られる施設です。社会福祉士は、身体上若しくは精神上の障害が

あることまたは環境上の理由により、日常生活を営むことに支障がある方々の福祉に関する相談に応じ、

助言、指導、福祉サービスの提供等を行います。

［問い合わせ先 各養成施設］

９ 精神保健福祉士養成施設

精神保健福祉士の国家試験受験資格が得られる施設です。精神保健福祉士は、精神科病院その他の医

療施設において精神障害の医療を受けている方々、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的

とする施設を利用している方々に対して、社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適

応のために必要な訓練、その他の援助を行います。

［問い合わせ先 各養成施設］

介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付制度

原則として千葉県内に住民登録をしている方で、介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設に在学

し、資格を取得して、卒業後に千葉県内において介護・相談業務に従事しようとする方を対象に、修学

資金を貸し付けています。

［問い合わせ先 各介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設］
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また、日本赤十字社の地域奉仕団が各市区町村の地域ごとに組織され、千葉市内の各地域で

日々活動しています。

※２ 千葉県共同募金会千葉市支会の事務局は千葉市社会福祉協議会が担っています。

共同募金は、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法

律（現在の「社会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。社会変

化の中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課

題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれ

ています。寄付金は、子ども、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、災害

時支援に役立てられます。

問い合わせ先 千葉市社会福祉協議会

２ 千葉市ボランティアセンター

主に福祉分野のボランティア活動を支援するために、ボランティア活動に関する相談やボランティア

の登録、活動紹介、情報の収集及び提供、各種ボランティア講座の開催、施設（会議室、活動室等）の

貸出しを行っています。

また、各保健福祉センター内に区ボランティアセンターを開設し、ボランティア活動に関する相談や

活動施設等の貸出し等も行っています。

問い合わせ先 千葉市ボランティアセンター

３ 千葉市社会福祉研修センター

福祉を担う人材の養成と資質の向上を図るため、社会福祉事業に従事する行政職員や社会福祉施設職

員等を対象に、幅広い研修を計画的・体系的に行うとともに、一般市民を対象とした研修等を行います。

［問い合わせ先 千葉市社会福祉研修センター］

４ 千葉市社会福祉基金

皆様から寄せられる善意の寄附金を有効に運用し管理するため、昭和 年度に千葉市社会福祉基金を

設置し、社会福祉の増進を図るために活用しています。

当基金へのご寄附は、税控除の対象となります。皆さまからのあたたかいご寄附をお待ちしています。

［問い合わせ先 地域福祉課］

５ 千葉市ハーモニープラザ

社会福祉の増進並びに男女共同参画社会の形成及びコミュニティ活動の促進を図るため、市民の自主

的な活動及び交流の場を提供するとともに、各種事業を実施する施設です。

（１）主な施設の内容（施設の案内）

・男女共同参画センター

・障害者相談センター

・障害者福祉センター
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・ボランティアセンター
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・福祉関係団体事務局

・中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館
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保育士修学資金等貸付制度

指定保育士養成施設に在学し保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金や、潜在保育士が保育

所等へ復帰するための準備に必要な費用の貸付けなどを行います。

［問い合わせ先 千葉市社会福祉協議会 電話 ］

ひとり親家庭の貸付制度

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家

庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付けます。

「母子・父子自立支援プログラム」による支援を受け、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭

に対して、家賃の支払いを支援する「ひとり親家庭住宅支援資金」を貸し付けます。

［問い合わせ先 こども家庭支援課］

福利厚生センター

社会福祉施設の経営者が契約することにより、施設の職員が福利厚生センター（ソウェルクラブ）の

会員として登録され、健康管理、生活サポート、余暇活用、資質向上などの多様な福利厚生サービスを

利用できます。

［問い合わせ先 ソウェルクラブ千葉（千葉県社会福祉事業共助会） 電話 ］

千葉県福祉人材センター

福祉施設等へ就職を希望される方に、就職相談や求職登録、紹介、情報提供を行っています。

［問い合わせ先 千葉県福祉人材センター 電話 ］

千葉県外国人介護人材支援センター

介護現場で働く外国人の方、介護職を目指す外国人の方や外国人を雇用する介護事業所の方を対象に、

相談を受け付けています（英語、ベトナム語、ネパール語対応）。

［問い合わせ先 千葉県外国人介護人材支援センター 電話 ］

ちば保育士・保育所支援センター

県内の保育所 園 ・認定こども園、放課後児童クラブなどの子どもに関わる求人情報を収集し、保育

士資格や放課後児童支援員など各種の資格を持つ方をはじめ、これから目指す方の就職の相談・支援を

行っています。

［問い合わせ先 ちば保育士・保育所支援センター 電話 ］
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